
孤立死者数の推計方法等について
～「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者」をもとに～

（「孤独死・孤立死」ＷＧとりまとめ）のポイント

中間論点整理の概要（令和５年１２月）

【用語の整理】
○ 「孤独」は主観的概念、「孤立」は客観的概念であることから、実態把握の対象としては、「孤立」からアプローチする

「孤立死」が適当。
○ 「孤立死」：「誰にも看取られることなく死亡し、かつ、その遺体が一定期間の経過後に発見されるような死亡の態様」

（概念的定義）として議論。

【検討の方向性】
○ 可能な限り、①既存のデータや統計の利活用を検討し、②推計の精緻化に向けた検討を行う。
※統計的な推計を行う基礎とできる全国ベースのデータに課題があった。

【警察庁データの公表】
○ 警察庁刑事局が「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者」のデータを初めてとりまとめ（令和６
年５月：令和６年１～３月の４半期分）。※ 本年４月、警察庁が初の１年分のデータ（令和６年分）をとりまとめ。

【警察庁データの評価と有用性】
○ 死亡から発見までの全国数値を把握できる新たな統計が初めて取りまとめられたもの。
→ 当該データを孤立死者数の推計の基礎データとして活用することについて検討。

【警察取扱死体を推計の基礎とすることの妥当性】
○ 警察取扱死体と「孤立死」の概念に当てはまる死体は完全には一致せず、下記のような過大・過小見積もり要因（誤

差）はあるが、全体に与える影響は大きくなく、少なくとも過去の推計と比べればデータの精緻化の観点から前進が見ら
れる。
・過大見積もり要因：殺人事件などによる犯罪性のある死体が含まれる。
・過小見積もり要因：かかりつけ医が警察を経由せずに死亡診断書を発行するケースが除外される。

警察庁データの活用

○ 警察庁データ（警察取扱死体）を推計の基礎とすることが適当。
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＜参考＞ニッセイ基礎研の先行研究（2011年）
・東京都監察医務院及び人口動態調査の死亡数を基に、
全国各市町村も東京23区と同様の孤立死発生確率であ
ると仮定し、全国の65歳以上の孤立死数を推計。

令和７年４月 孤独死・孤立死ＷＧ



要素 「孤立死」推計のための操作的定義（本ＷＧの結論） 警察庁データ（参考）

①死亡場所 自宅とする。 自宅

②世帯類型 世帯類型については、複数世帯の事例数が把握できず、事件性のある事例が紛れ込んでいるが
その数は非常に少ないことを踏まえ、「一人暮らしの者」とする。

一人暮らしの者

③自殺の扱い 孤立死は死因を問うものではないので、自殺は除外しない。 除外せず

⑥年齢基準 対象を高齢者に限定する理由はなく、幅広い年齢層を対象とすることが適当であり、警察庁
データを活用し、５歳階級別で整理する。

５歳階級別で整理

④生前の状況
⑤看取りの有無

生前の状況及び看取りの有無を事後的に直接把握することは困難であり、死後経過時間（日
数）を手がかり・目安として、生前に社会的に孤立していたことを客観的・外形的に推認する
こととする。

把握されていない

⑦死後経過時間
（日数）

孤立死を「死後○日経過したもの」と一律に定義することは困難であり、操作的定義について
は、「生前に社会的に孤立していたことが推認される死後経過時間（日数）」と定性的に定め
る。※日数経過していても孤立していない例や、孤立していても速やかに発見される例も。

「０～１日」「２～
３日」「４～７日」
「８～14日」等の区
分単位

○ 中間論点整理における「基本的な考え方」に基づき、警察庁データと照らし合わせて操作的定義を議論。
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【「目安」について】
○ 何らかの死後経過日数の「目安」をもって、統計的なデータを基礎にして孤立死の「概数」を把握。
・ 死後８日以上経過して遺体が発見：少なくとも発見される前の７日間は、連絡がとれないことを気にかけてくれるよ
うな他者との接触機会がなかったことが推察され、生前に社会的に孤立していた状態にあったことが強く推認。

→ 孤立死者数の概数を推計するための「目安」とすることが適当。
・ 死後４日以上経過して遺体が発見：生前に社会的に孤立した状態にあった者が一定数いると考えられる。また、一般
的に遺体外表上の腐敗が明白に発現し始めるとされる時期でもある。

→ 参考データとして示すことが適当（ただし、遺体の腐敗状況は季節や環境に大きく左右されることに留意）。

【「推計値」について】
○ 上記の「目安」によれば、「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者」のうち、生前に社会的に孤

立していたことが強く推認される「死後８日以上」を経過していたものは21,856件である。
（参考）「死後４日以上」を経過していたものは、31,843件である。
※ 特定の死後経過日数をもって「孤立死」と定義したものではないことに留意。

「孤立死」の操作的定義

目安となる死後経過日数等
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（参考）

「孤独死・孤立死」の実態把握に関するWG

【構成員】

・石田 光規（座長） 早稲田大学文学学術院文化構想学部教授 （社会学）
・金涌 佳雅 日本医科大学大学院医学研究科大学院教授
・斉藤 雅茂 日本福祉大学社会福祉学部教授
・田高 悦子 北海道大学大学院保健科学研究院教授 （令和７年１月～）

（オブザーバーとして、警察庁及び厚生労働省が参加）

【開催実績】

＜令和５年度ＷＧ＞
・第１回（ ８／２９）：実態把握の意義、用語と定義、把握手法等①
・第２回（ ９／１２）：自治体・有識者からのヒアリング
・第３回（１０／１７）：実態把握の意義、用語と定義、把握手法等②
・第４回（１２／１９) ：中間論点整理

＜令和６年度ＷＧ＞
・第１回（ ９／２４）：実態把握の意義、用語と定義①、把握手法等
・第２回（１１／２８）：推計の精緻化①、用語と定義②
・第３回（ ２／ ５）：推計の精緻化②、用語と定義③等
・第４回（ ３／１７）：最終報告取りまとめ案の議論

「孤独死・孤立死」に関しては、東京都など一部の自治体において、自宅住居等で亡くなった方に関する統計を作成して
いることや、これを基にした民間の推計があるものの、その定義や考え方は様々である。

こうした中で、「孤独死・孤立死」について、その実態把握のために必要な用語の定義や把握方法等について、「孤独死・
孤立死」に関する研究事例、死亡に関する統計データ等を参考にしつつ、検討を行うことを目的とする。
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